
Ⅰ 測量業務

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書

新 旧 対 照 表

「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書（令和3年10月版）」を一部改定し、「北海道建設

部測量調査設計業務等共通仕様書（令和4年10月版）」として、令和4年10月1日以後に入札する委託

業務から適用する。

北海道建設部建設政策局建設管理課
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 １総 則 Ⅰ 測量業務共通仕様書 １総 則

目 次 目 次

Ⅰ－章－節－頁 Ⅰ－頁 ■諸基準類との整合

１－５ 測量の基準 １－５ 測量の基準 Ⅰ-1-6（Ⅰ-6）

測量の基準は、北海道公共測量作業規程（以下「規程」という。）第２条の規定による 測量の基準は、北海道公共測量作業規程（以下「規程」という。）第２条の規定による ■諸基準類の改定に

ほかは業務担当員の指示によるものとする。また、公共測量の実施にあたっては「規程」 ほかは業務担当員の指示によるものとする。 伴う変更

の定めの他、別途地理院より定めるマニュアルによるものとする。

１－10 提出書類 １－10 提出書類 Ⅰ-1-7（Ⅰ-7）

１～２．（省略） １～２．（省略） ■業務実態を踏まえ

３．受託者は、契約時又は変更時において、契約金額100万円以上の業務について、業務実 ３．受託者は、契約時又は変更時において、契約金額100万円以上の業務について、業務実 た変更

績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に、業務実績情報を｢登 績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に、業務実績情報を｢登

録のための確認のお願い｣により業務担当員の確認（記名・押印）を受けた上、受注時は 録のための確認のお願い｣により業務担当員の確認（記名・押印）を受けた上、受注時は

契約締結後15日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更（「委託期間」「技術者（管理 契約締結後15日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更（「委託期間」「技術者（管理

技術者等）」の変更）時は変更があった日から15日（休日等を除く）以内に、完了時は完 技術者等）」の変更）時は変更があった日から15日（休日等を除く）以内に、完了時は完

了検査合格後15日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請をしな 了検査合格後15日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請をしな

ければならない。 ければならない。

「登録のための確認のお願い」については、業務担当員が記名・押印した原本を受託 「登録のための確認のお願い」については、業務担当員が記名・押印した原本を受託

者が保管し、複製を委託者が保管するものとする。 者が保管し、複製を委託者が保管するものとする。

また、登録が完了した際には、登録機関発行の「登録内容確認書」をダウンロードし、 また、登録が完了した際には、登録機関発行の「登録内容確認書」をダウンロードし、

直ちに業務担当員に提出しなければならない。 直ちに業務担当員に提出しなければならない。

なお、変更時と完了時の間が15日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の提 なお、変更時と完了時の間が15日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の提

出を省略できるものとする。 出を省略できるものとする。

１－32 現場管理と安全の確保 １－32 現場管理と安全の確保 Ⅰ-1-15（Ⅰ-15）

１．（省略） １．（省略） ■諸基準類の改定に

２．受託者は、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安 ２．受託者は、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安 伴う変更

全確保に努めなければならない。 全確保に努めなければならない。

(1) 受託者は、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通大臣官房技術審議官通達 令 (1) 受託者は、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通大臣官房技術審議官通達 令

和4年2月）を参考にして、常に測量の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止に 和3年3月）を参考にして、常に測量の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止に

努めなければならない。 努めなければならない。

３～10．（省略） ３～10．（省略）
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-1-19（Ⅰ-19）

■ページ番号変更に

伴う変更

様 式 一 覧 表

様 式 № 名 称 備 考 頁

第１－１号 委託業務月報 20

第１－２号 打ち合わせ簿 21

第１－３号 測量業務計画書 22

第１－３－１号 作業実施計画表 23

第１－３－２号 主要機器 24

第１－３－３号 作業の方法 25

第１－３－４号 作業編成 26

第１－３－５号 作業員名簿 27

第１－３－６号 トランシット検定証明書 28

第１－３－７号 光波測距儀検定証明書 29

第１－３－８号 レベル検定証明書 30

第１－３－９号 鋼巻尺検定証明書 31

第１－４号 立会願書 32

第１－５号 段階確認願 33

第１－６号 再委託承諾願 34

第１－７号 身分証明書交付願 52

第１－８号 承 諾 願 55

第１－９号 借用返納書 56

様 式 一 覧 表

様 式 № 名 称 備 考 頁

第１－１号 委託業務月報 Ⅰ-1-20

第１－２号 打ち合わせ簿 Ⅰ-1-21

第１－３号 測量業務計画書 Ⅰ-1-22

第１－３－１号 作業実施計画表 Ⅰ-1-23

第１－３－２号 主要機器 Ⅰ-1-24

第１－３－３号 作業の方法 Ⅰ-1-25

第１－３－４号 作業編成 Ⅰ-1-26

第１－３－５号 作業員名簿 Ⅰ-1-27

第１－３－６号 トランシット検定証明書 Ⅰ-1-28

第１－３－７号 光波測距儀検定証明書 Ⅰ-1-29

第１－３－８号 レベル検定証明書 Ⅰ-1-30

第１－３－９号 鋼巻尺検定証明書 Ⅰ-1-31

第１－４号 立会願書 Ⅰ-1-32

第１－５号 段階確認願 Ⅰ-1-33

第１－６号 再委託承諾願 Ⅰ-1-34

第１－７号 身分証明書交付願 Ⅰ-1-52

第１－８号 承 諾 願 Ⅰ-1-55

第１－９号 借用返納書 Ⅰ-1-56
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 ２ 用地部門 Ⅰ 測量業務共通仕様書 ２ 用地部門

２－10 成 果 等 ２－10 成 果 等 Ⅰ-2-11（Ⅰ-69）

提出すべき成果品等は、別表２－２－１または２－２－２によるものとする。 提出すべき成果品等は、別表２－２によるものとする。 ■ページ番号変更に

伴う変更

別 表 一 覧 表

別 表 № 名 称 備 考 頁

２－１ 図面記載事項 Ⅰ-2-12

２－２ 成果品及び測量記録 Ⅰ-2-13

２－３ 地目別色別凡例 Ⅰ-2-15

２－４ 記号凡例 Ⅰ-2-17

別 表 一 覧 表

別 表 № 名 称 備 考 頁

２－１ 図面記載事項 70

２－２ 成果品及び測量記録 71

２－３ 地目別色別凡例 73

２－４ 記号凡例 75
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-2-13（Ⅰ-71）

■電子媒体による

提出と区別

■電子媒体よる

提出一覧を追加

別表２－２

①成果品及び測量記録（国有林等を除く）

名 称
単 数

規 格 寸 法 備 考
位 量

用 地 実 測 図 原 図 枚 1/500～1/2,500

規格寸法はＡ0版を標準と

用 地 平 面 図 〃
する

成

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式第２－24号）

用 地 調 査 書 冊 様式第２－19号

果 土 地 境 界 確 認 書 〃 様式第２－21号 取得、使用、隣接地に対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号 隣接地に対する同意（地図地積更正）

登記事項証明書（全部） 〃

品 用地平面地目別色分図 枚

支 障 物 件 調 書 冊 様式第２－12号

支 障 物 件 詳 細 図 〃 様式第２－13号

そ の 他

基 準 点 測 量 簿 冊

測
測 量 成 果 計 算 簿 〃

量
土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号

記
資 料 図 〃

録
転 写 連 続 図 枚

写 真 帳 冊

そ の 他

別表２－２

①成果品及び測量記録（国有林等を除く）（紙媒体の場合）

名 称
単 数

規 格 寸 法 備 考
位 量

用 地 実 測 図 原 図 枚 1/500～1/2,500

規格寸法はＡ0版を標準と

用 地 平 面 図 〃
する

成

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式第２－24号）

用 地 調 査 書 冊 様式第２－19号

果 土 地 境 界 確 認 書 〃 様式第２－21号 取得、使用、隣接地に対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号 隣接地に対する同意（地図地積更正）

登記事項証明書（全部） 〃

品 用地平面地目別色分図 枚

支 障 物 件 調 書 冊 様式第２－12号

支 障 物 件 詳 細 図 〃 様式第２－13号

そ の 他

基 準 点 測 量 簿 冊

測
測 量 成 果 計 算 簿 〃

量
土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号

記
資 料 図 〃

録
転 写 連 続 図 枚

写 真 帳 冊

そ の 他

②成果品及び測量記録（国有林等を除く）（電子媒体の場合）

名 称
単 数

規 格 備 考
位 量

電 子 成 果品 保 管帳 冊 １ 電子媒体（CD-R等） 電子成果品一覧は上記と同様

とする
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-2-14（Ⅰ-72）

■電子媒体による

提出と区別

■電子媒体よる

提出一覧を追加

別表２－２

③成果品及び測量記録（国有林等）（紙媒体の場合）

名 称
単 数

規 格 寸 法 備 考
位 量

用 地 実 測 図 原 図 枚 1/1,000～1/2,500
規格寸法はＡ0版を標準と

成
用 地 平 面 図 〃

する

果 位 置 図 〃 1/50,000 国有林野管内図による

実 測 図 〃 1/5,000 国有林野基本図による

品 用 地 調 査 書 冊 様式第２－19号

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式２－24号）

そ の 他

基 準 点 測 量 簿 冊

境 界 測 量 簿

測 測量手簿

量 座標及び
等

〃 林野庁測定規程等による

記 高低計算簿

録 面積計算簿

写 真 帳 〃

そ の 他

④成果品及び測量記録（国有林等）（電子媒体の場合）

名 称
単 数

規 格 備 考
位 量

電 子 成 果品 保 管帳 冊 １ 電子媒体（CD-R等） 電子成果品一覧は上記と同様

とする

別表２－２

②成果品及び測量記録（国有林等）

名 称
単 数

規 格 寸 法 備 考
位 量

用 地 実 測 図 原 図 枚 1/1,000～1/2,500
規格寸法はＡ0版を標準と

成
用 地 平 面 図 〃

する

果 位 置 図 〃 1/50,000 国有林野管内図による

実 測 図 〃 1/5,000 国有林野基本図による

品 用 地 調 査 書 冊 様式第２－19号

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式２－24号）

そ の 他

基 準 点 測 量 簿 冊

境 界 測 量 簿

測 測量手簿

量 座標及び
等

〃 林野庁測定規程等による

記 高低計算簿

録 面積計算簿

写 真 帳 〃

そ の 他
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-2-18（Ⅰ-76）

■ページ番号変更に

伴う変更
様 式 一 覧 表

様 式 № 名 称 備 考 頁

第２－１号 地図及び資料図の転写 Ⅰ-2-19

第２－２号 境界点成果対比表 Ⅰ-2-20

第２－３号 土地調査表 土地登記事項証明書写 Ⅰ-2-21

第２－４号 権利者一覧表 Ⅰ-2-22

第２－５号 基準点網図 Ⅰ-2-23

第２－６号 基準点成果表 Ⅰ-2-23

第２－７号 用地幅杭の表示 幅・逓加距離等 Ⅰ-2-24

第２－８号 用地幅杭成果表 Ⅰ-2-25

第２－９号 既設境界杭成果表 〃

第２－10号 用地境界仮杭成果表 Ⅰ-2-26

第２－11号 筆界点成果表 〃

第２－12号 支障物件調書 Ⅰ-2-27

第２－13号 支障物件詳細図 Ⅰ-2-29

第２－14号 用地求積表 Ⅰ-2-30

第２－15号 現況地目別求積表 〃

第２－16号 図面規格 Ⅰ-2-31

第２－17号 図面の表示(ﾀｲﾄﾙﾎﾞｯｸｽ) Ⅰ-2-32

第２－18号 曲線表 Ⅰ-2-33

第２－19号 用地調査書 Ⅰ-2-34

第２－20号 立会申込書 Ⅰ-2-36

第２－21号 土地境界確認書 取得・使用・隣接地に対する立会い Ⅰ-2-37

第２－22号 土地境界確認協議書 隣接地に対する同意（地図地積更正） Ⅰ-2-38

様 式 一 覧 表

様 式 № 名 称 備 考 頁

第２－１号 地図及び資料図の転写 76

第２－２号 境界点成果対比表 77

第２－３号 土地調査表 土地登記事項証明書写 78

第２－４号 権利者一覧表 79

第２－５号 基準点網図 80

第２－６号 基準点成果表 80

第２－７号 用地幅杭の表示 幅・逓加距離等 81

第２－８号 用地幅杭成果表 82

第２－９号 既設境界杭成果表 82

第２－10号 用地境界仮杭成果表 83

第２－11号 筆界点成果表 83

第２－12号 支障物件調書 84

第２－13号 支障物件詳細図 86

第２－14号 用地求積表 87

第２－15号 現況地目別求積表 87

第２－16号 図面規格 88

第２－17号 図面の表示(ﾀｲﾄﾙﾎﾞｯｸｽ) 89

第２－18号 曲線表 90

第２－19号 用地調査書 91

第２－20号 立会申込書 93

第２－21号 土地境界確認書 取得・使用・隣接地に対する立会い 94

第２－22号 土地境界確認協議書 隣接地に対する同意（地図地積更正） 95
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 ３ 管理部門 Ⅰ 測量業務共通仕様書 ３ 管理部門

３－１ 道路区域測量 ３－１ 道路区域測量 Ⅰ-3-5（Ⅰ-106）

3-1-9 成果等 3-1-9 成果等 ■電子媒体による

提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出と区別

成 果 品 及 び 測 量 記 録 （ 紙 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

道 路 区 域 平 面 図 枚
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

道 路 区 域 求 積 図 〃
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式第２－24号）

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

成 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

道 路 台 帳 報 告 書 〃

果
道路占用物件調書 〃 様式第３－１号 平面図

〃 〃 様式第３－２号 見取図

占 用 物 件 写 真 集 〃
品

用 地 調 査 書 〃 様式第２－19号

道 路 区 域 平 面 図 枚 コピー

道 路 区 域 求 積 図 〃 コピー

道 路 台 帳 縮 小 図 〃 原図（Ａ３）

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
録

写 真 集 冊

成 果 品 及 び 測 量 記 録

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

道 路 区 域 平 面 図 枚
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

道 路 区 域 求 積 図 〃
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式第２－24号）

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

成 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

道 路 台 帳 報 告 書 〃

果
道路占用物件調書 〃 様式第３－１号 平面図

〃 〃 様式第３－２号 見取図

占 用 物 件 写 真 集 〃
品

用 地 調 査 書 〃 様式第２－19号

道 路 区 域 平 面 図 枚 コピー

道 路 区 域 求 積 図 〃 コピー

道 路 台 帳 縮 小 図 〃 原図（Ａ３）

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
録

写 真 集 冊



- 8 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-3-6（Ⅰ-106）

■電子媒体よる

提出一覧を追加
成 果 品 及 び 測 量 記 録 （ 電 子 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

電 子 成 果 品 保 管 帳 冊 １ 電子媒体（CD-R等）

(道路区域平面図)
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

(道路区域求積図)
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

( 登 記 資 料 図 面 ) 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式第２－24号）

(土地境界確認書) 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に
対する立会い

電
(土地境界確認協議書) 様式第２－22号

隣接地に対する同意
（地図地積更正）

子
(道路台帳報告書)

媒
(道路占用物件調書) 様式第３－１号 平面図

体
〃 様式第３－２号 見取図

一
(占用物件写真集)

覧
( 用 地 調 査 書 ) 様式第２－19号

(道路台帳縮小図) Ａ３

(測量成果計算簿)

( 土 地 調 査 表 ) 様式第２－３号

(地図及び資料図) 様式第２－１号

( 転 写 連 続 図 )

( 写 真 集 )



- 9 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

３－２ 河川区域測量 ３－２ 河川区域測量 Ⅰ-3-11（Ⅰ-111）

3-2-9 成果等 3-2-9 成果等 ■電子媒体による

提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出と区別

成 果 品 及 び 測 量 記 録 （ 紙 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

河 川 区 域 平 面 図 枚
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

河 川 区 域 求 積 図 〃
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式第２－24号）
成

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に
対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

河川占用物件調書 〃 様式第３－１号 平面図
果

〃 〃 様式第３－２号 見取図

占 用 物 件 写 真 集 〃

品
用 地 調 査 書 〃 様式第２－19号

河 川 区 域 平 面 図 枚 コピー

河 川 区 域 求 積 図 〃 コピー

河 川 区 域 平 面 図
〃

1/1,000～
原図

縮 小 図 1/3,000

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
録

写 真 集 冊

成 果 品 及 び 測 量 記 録

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

河 川 区 域 平 面 図 枚
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

河 川 区 域 求 積 図 〃
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式第２－24号）
成

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に
対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

河川占用物件調書 〃 様式第３－１号 平面図
果

〃 〃 様式第３－２号 見取図

占 用 物 件 写 真 集 〃

品
用 地 調 査 書 〃 様式第２－19号

河 川 区 域 平 面 図 枚 コピー

河 川 区 域 求 積 図 〃 コピー

河 川 区 域 平 面 図
〃

1/1,000～
原図

縮 小 図 1/3,000

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
録

写 真 集 冊



- 10 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-3-12（Ⅰ-111）

■電子媒体よる

提出一覧を追加
成 果 品 及 び 測 量 記 録（ 電 子 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

電 子 成 果 品 保 管 帳 冊 １ 電子媒体（CD-R等）

(河川区域平面図)
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

(河川区域求積図)
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

( 登 記 資 料 図 面 ) 様式第２－23号
登記資料調書を含む
（様式第２－24号）

(土地境界確認書) 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

電 対する立会い

(土地境界確認協議書) 様式第２－22号
隣接地に対する同意

子 （地図地積更正）

(河川占用物件調書) 様式第３－１号 平面図
媒

〃 様式第３－２号 見取図
体

(占用物件写真集)
一

( 用 地 調 査 書 ) 様式第２－19号
覧

( 河 川 区 域 平 面 図 1/1,000～
縮 小 図 ) 1/3,000

( 測量成果計算簿)

( 土 地 調 査 表 ) 様式第２－３号

(地図及び資料図) 様式第２－１号

( 転 写 連 続 図 )

( 写 真 集 )
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

３－３ 砂防指定地区域測量 ３－３ 砂防指定地区域測量 Ⅰ-3-16（Ⅰ-115）

3-3-11 成果等 3-3-11 成果等 ■電子媒体による

提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出と区別

■電子媒体よる

提出一覧を追加

成 果 品 及 び 測 量 記 録 （ 紙 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

砂 防 区 域 平 面 図 枚
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

砂 防 区 域 求 積 図 〃
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）

成 1/1,000 を標準とする

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式第２－24号）

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

果 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

用 地 調 査 書 〃 様式第２－19号
品

砂 防 区 域 平 面 図
枚

1/1,000～
縮 小 図 1/3,000

横 断 図 〃

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
録

写 真 集 冊

成 果 品 及 び 測 量 記 録（ 電 子 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 備 考
位 量

電 子 成 果品 保 管帳 冊 １ 電子媒体（CD-R等） 電子成果品一覧は上記と同様

とする

成 果 品 及 び 測 量 記 録

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

砂 防 区 域 平 面 図 枚
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

砂 防 区 域 求 積 図 〃
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）

成 1/1,000 を標準とする

登 記 資 料 図 面 式 様式第２－23号 登記資料調書を含む

（様式第２－24号）

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

果 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

用 地 調 査 書 〃 様式第２－19号
品

砂 防 区 域 平 面 図
枚

1/1,000～
縮 小 図 1/3,000

横 断 図 〃

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
録

写 真 集 冊



- 12 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

３－４ 地すべり区域測量 ３－４ 地すべり区域測量 Ⅰ-3-20（Ⅰ-119）

3-4-11 成果等 3-4-11 成果等 ■電子媒体による

提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出と区別

成 果 品 及 び 測 量 記 録 （ 紙 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

地すべり区域平面図 枚
ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

地すべり区域求積図 〃
ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）

成 ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

地 積 測 量 図 式 法務局指定のもの 土地現地調査書を含む

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

果 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

用 地 調 査 書 〃 様式第２－19号
品

地すべり区域平面図
枚

ポリエステルフィル 1/1,000～
縮 小 図 ム ♯３００ 1/3,000

横 断 図 〃
セクションマイラー

♯２００

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
ポリエステルフィル

録 ム ♯３００

写 真 集 冊

成 果 品 及 び 測 量 記 録

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

地すべり区域平面図 枚
ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

地すべり区域求積図 〃
ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）

成 ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

地 積 測 量 図 式 法務局指定のもの 土地現地調査書を含む

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

果 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

用 地 調 査 書 〃 様式第２－19号
品

地すべり区域平面図
枚

ポリエステルフィル 1/1,000～
縮 小 図 ム ♯３００ 1/3,000

横 断 図 〃
セクションマイラー

♯２００

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
ポリエステルフィル

録 ム ♯３００

写 真 集 冊
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-3-21（Ⅰ-119）

■電子媒体よる

提出一覧を追加
成 果 品 及 び 測 量 記 録（ 電 子 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

電 子 成 果 品 保 管 帳 冊 １ 電子媒体（CD-R等）

(河川区域平面図)
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

(河川区域求積図)
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

( 登 記 資 料 図 面 ) 様式第２－23号
登記資料調書を含む
（様式第２－24号）

(土地境界確認書) 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

電 対する立会い

(土地境界確認協議書) 様式第２－22号
隣接地に対する同意

子 （地図地積更正）

(河川占用物件調書) 様式第３－１号 平面図
媒

〃 様式第３－２号 見取図
体

(占用物件写真集)
一

( 用 地 調 査 書 ) 様式第２－19号
覧

( 河 川 区 域 平 面 図 1/1,000～
縮 小 図 ) 1/3,000

( 測量成果計算簿)

( 土 地 調 査 表 ) 様式第２－３号

(地図及び資料図) 様式第２－１号

( 転 写 連 続 図 )

( 写 真 集 )



- 14 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

３－５ 急傾斜地崩壊防止区域測量 ３－５ 急傾斜地崩壊防止区域測量 Ⅰ-3-25（Ⅰ-123）

3-5-11 成果等 3-5-11 成果等 ■電子媒体による

提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出と区別

成 果 品 及 び 測 量 記 録（ 紙 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

急傾斜地崩壊防止
枚

ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
区 域 平 面 図 ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

成 急傾斜地崩壊防止
〃

ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
区 域 求 積 図 ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

果 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

品 急傾斜地崩壊防止
枚

ポリエステルフィル 1/1,000～
区域平面図縮小図 ム ♯３００ 1/3,000

横 断 図 〃
セクションマイラー

♯２００

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
ポリエステルフィル

録 ム ♯３００

写 真 集 冊

成 果 品 及 び 測 量 記 録

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

急傾斜地崩壊防止
枚

ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
区 域 平 面 図 ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

成 急傾斜地崩壊防止
〃

ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
区 域 求 積 図 ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

果 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

品 急傾斜地崩壊防止
枚

ポリエステルフィル 1/1,000～
区域平面図縮小図 ム ♯３００ 1/3,000

横 断 図 〃
セクションマイラー

♯２００

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
ポリエステルフィル

録 ム ♯３００

写 真 集 冊



- 15 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-3-26（Ⅰ-123）

■電子媒体よる

提出一覧を追加
成 果 品 及 び 測 量 記 録（ 電 子 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

電 子 成 果 品 保 管 帳 冊 １ 電子媒体（CD-R等）

(急傾斜地崩壊防止 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
区 域 平 面 図 ) 1/1,000 を標準とする
(急傾斜地崩壊防止 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
区 域 求 積 図 ) 1/1,000 を標準とする

電
(土地境界確認書) 様式第２－21号

取得、使用、隣接地
に対する立会い

子
(土地境界確認協議書) 様式第２－22号

隣接地に対する同意
（地図地積更正）

媒 (急傾斜地崩壊防止 1/1,000～
区域平面図縮小図) 1/3,000

体
( 横 断 図 )

一
(測量成果計算簿)

覧
( 土 地 調 査 表 ) 様式第２－３号

(地図及び資料図) 様式第２－１号

( 転 写 連 続 図 )

( 写 真 集 )



- 16 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

３－６ 海岸区域測量 ３－６ 海岸区域測量 Ⅰ-3-30（Ⅰ-127）

3-6-11 成果等 3-6-11 成果等 ■電子媒体による

提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出すべき成果品等は、下表により提出するものとする。 提出と区別

成 果 品 及 び 測 量 記 録（ 紙 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

海 岸 区 域 平 面 図 枚
ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

成
海 岸 区 域 求 積 図 〃

ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

果 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

品 海 岸 区 域 平 面 図
枚

ポリエステルフィル 1/1,000～
縮 小 図 ム ♯３００ 1/3,000

横 断 図 〃
セクションマイラー

♯２００

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
ポリエステルフィル

録 ム ♯３００

写 真 集 冊

成 果 品 及 び 測 量 記 録

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

海 岸 区 域 平 面 図 枚
ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

成
海 岸 区 域 求 積 図 〃

ポリエステルフィル 1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
ム ♯３００ 1/1,000 を標準とする

土 地 境 界 確 認 書 冊 様式第２－21号
取得、使用、隣接地に

果 対する立会い

土地境界確認協議書 〃 様式第２－22号
隣接地に対する同意
（地図地積更正）

品 海 岸 区 域 平 面 図
枚

ポリエステルフィル 1/1,000～
縮 小 図 ム ♯３００ 1/3,000

横 断 図 〃
セクションマイラー

♯２００

測 量 成 果 計 算 簿 冊
測

土 地 調 査 表 〃 様式第２－３号
量

地 図 及 び 資 料 図 〃 様式第２－１号
記

転 写 連 続 図 枚
ポリエステルフィル

録 ム ♯３００

写 真 集 冊
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-3-31（Ⅰ-127）

■電子媒体よる

提出一覧を追加
成 果 品 及 び 測 量 記 録（ 電 子 媒 体 の 場 合 ）

名 称
単 数

規 格 寸 法 縮 尺 備 考
位 量

電 子 成 果 品 保 管 帳 冊 １ 電子媒体（CD-R等）

(海岸区域平面図)
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

(海岸区域求積図)
1/500 ～ 84㎝×119㎝（Ａ0版）
1/1,000 を標準とする

電
(土地境界確認書) 様式第２－21号

取得、使用、隣接地に
対する立会い

子 ( 土 地 境 界
様式第２－22号

隣接地に対する同意
確 認 協 議 書 ) （地図地積更正）
( 海 岸 区 域 1/1,000～

体 平 面 図 縮 小 図 ) 1/3,000

( 横 断 図 )
一

(測量成果計算簿)
覧

( 土 地 調 査 表 ) 様式第２－３号

(地図及び資料図) 様式第２－１号

( 転 写 連 続 図 )

( 写 真 集 )
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

３－７ 竣功平面図等の作成 ３－７ 竣功平面図等の作成 Ⅰ-3-34（Ⅰ-130）

３－７－１ 道路台帳補正 ３－７－１ 道路台帳補正 ■実態を踏まえた変

3-7-1-7 作業細目 3-7-1-7 作業細目 更

１．資料収集 １．資料収集

(1) 資料の収集は、建設管理部及び関係出張所等から行うものとし、資料名及び内容 (1) 資料の収集は、建設管理部及び関係出張所等から行うものとし、資料名及び内容

等は次表に掲げるとおりとする。 等は次表に掲げるとおりとする。

(2)～(5)（省略） (2)～(5)（省略）

２～３．（省略） ２～３．（省略）

番
資 料 名 内 容 等 収 集 先

号

１ 道路台帳図原図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部 維持管理課

２ 道路台帳図索引図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部 維持管理課

マイラー原図

３ 道路台帳調書 道路台帳、確定経緯表、実延長 建設管理部 維持管理課

調書、トンネル・橋梁・鉄道と

交差調書を収集

４ 道路現況図（1/5万） 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部 道路課

５ 道路現況調書 区間別調書、トンネル・橋梁・ 建設管理部 道路課

踏切調書を収集

６ 用地図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部 用地課

７ 道路敷地境界標成果簿 ６ 用地図 に境界標座標成果が 建設管理部 用地課

記載されている場合は収集不要

８ 道路台帳図第２原図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部、事業課及び

出張所

９ 道路台帳図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部、事業課及び

(道路現況平面図） 出張所

10 道路台帳附図原図 補正路線を含むファイル一式を 建設管理部 道路課

収集 (又は建設管理部維持管

理課)

11 工事平面図等工事設計図 縦断図・横断図・作工図等も含 建設管理部、事業課及び

一式 む図面一式を収集 出張所

12 出来形総括図 基本図様式の図枠に工事平面図 建設管理部、事業課及び

のコピーを貼付し工事出来形を 出張所

表現した図面

13 道路占用関係図書 占用許可台帳等を収集 建設管理部 維持管理課

14 その他補正の要因となる 建設管理部、事業課及び

関連資料 出張所

番
資 料 名 内 容 等 収 集 先

号

１ 道路台帳図原図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部 管理課

２ 道路台帳図索引図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部 管理課

マイラー原図

３ 道路台帳調書 道路台帳、確定経緯表、実延長 建設管理部 管理課

調書、トンネル・橋梁・鉄道と

交差調書を収集

４ 道路現況図（1/5万） 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部 道路課

５ 道路現況調書 区間別調書、トンネル・橋梁・ 建設管理部 道路課

踏切調書を収集

６ 用地図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部 用地課

７ 道路敷地境界標成果簿 ６ 用地図 に境界標座標成果が 建設管理部 用地課

記載されている場合は収集不要

８ 道路台帳図第２原図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部、事業課及び

出張所

９ 道路台帳図 補正区間に関連する図葉を収集 建設管理部、事業課及び

(道路現況平面図） 出張所

10 道路台帳附図原図 補正路線を含むファイル一式を 建設管理部 道路課

収集 (又は建設管理部管理課)

11 工事平面図等工事設計図 縦断図・横断図・作工図等も含 建設管理部、事業課及び

一式 む図面一式を収集 出張所

12 出来形総括図 基本図様式の図枠に工事平面図 建設管理部、事業課及び

のコピーを貼付し工事出来形を 出張所

表現した図面

13 道路占用関係図書 占用許可台帳等を収集 建設管理部 管理課

14 その他補正の要因となる 建設管理部、事業課及び

関連資料 出張所
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

４．補正素図作成 ４．補正素図作成 Ⅰ-3-41（Ⅰ-137）

(1)～(12)（省略） (1)～(12)（省略） ■実態を踏まえた変

(13) 項目欄の補正は、全ての項目を対象として当該補正箇所における関連資料により (13) 項目欄の補正は、全ての項目を対象として当該補正箇所における関連資料により 更

判明できる事項について変更あるいは加筆して行うものとするが、次に定める事項 判明できる事項について変更あるいは加筆して行うものとするが、次に定める事項

に注意しなければならない。 に注意しなければならない。

(ｱ)～(ｲ)（省略） (ｱ)～(ｲ)（省略）

(ｳ) 備考欄 (ｳ) 備考欄

当該補正経緯を図面に記録しておく必要から（図３－５）に示すとおり、そ 当該補正経緯を図面に記録しておく必要から（図３－５）に示すとおり、そ

の内容を記入するものとする。 の内容を記入するものとする。

５～８．（省略） ５～８．（省略）

（図３－５）

改訂年月日 平成１２年３月２５日 以下順次

改訂要因 平成１１年度施工 以降の補正時に記入

交通安全工事

備 考 測点 2086.3～3286.3（破鎖－15.0Ｍ

使用資料 出来形総括図、工事計画図

Ｈ．１１ 用地図

作業機関 ◎◎測量（株）

11㎝ 11㎝

（図３－５）

改訂年月日 令和４年３月２５日 以下順次

改訂要因 令和３年度施工 以降の補正時に記入

交通安全工事

備 考 測点 2086.3～3286.3（破鎖－15.0Ｍ

使用資料 出来形総括図、工事計画図

Ｈ．１１ 用地図

作業機関 ◎◎測量（株）

11㎝ 11㎝
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

９．照査・製本 ９．照査・製本 Ⅰ-3-45（Ⅰ-141）

(1)～(2)（省略） (1)～(2)（省略） ■実態を踏まえた変

(3) 納品する成果品の部数及び保管場所等は次のとおりである。 (3) 納品する成果品の部数及び保管場所等は次のとおりである。 更

成 果 品 名 部 数 保 管 場 所 等

補正素図 １部 建設管理部管理課

道路台帳図原図 １部 建設管理部管理課

同上第２原図 １部 建設管理部、事業課及び出張所

道路台帳図（道路現況平面図） １部 建設管理部、事業課及び出張所

道路台帳附図原図 １部 建設管理部道路課

同上コピー １部 建設管理部、事業課及び出張所

調 書
建設管理部道路課

道 路 現 況 報 告 書 １部
建設管理部管理課

道 路 台 帳 報 告 書

索引図原稿 １部 建設管理部管理課

同上副図（カラー複写図） １部 本庁道路課、建設管理部、

事業課及び出張所

同上マイラー原図 １部 建設管理部管理課

成 果 品 名 部 数 保 管 場 所 等

補正素図 １部 建設管理部維持管理課

道路台帳図原図 １部 建設管理部維持管理課

同上第２原図 １部 建設管理部、事業課及び出張所

道路台帳図（道路現況平面図） １部 建設管理部、事業課及び出張所

道路台帳附図原図 １部 建設管理部道路課

同上コピー １部 建設管理部、事業課及び出張所

調 書
建設管理部道路課

道 路 現 況 報 告 書 １部
建設管理部維持管理課

道 路 台 帳 報 告 書

索引図原稿 １部 建設管理部維持管理課

同上副図（カラー複写図） １部 本庁道路課、建設管理部、

事業課及び出張所

同上マイラー原図 １部 建設管理部維持管理課
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（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 ４ 道路部門 Ⅰ 測量業務共通仕様書 ４ 道路部門

４－２ 路線調査 ４－２ 路線調査 Ⅰ-4-7（Ⅰ-156）

4-2-1 路線測量 4-2-1 路線測量 ■電子媒体による

１～10．（省略） １～10．（省略） 提出と区別

11．路線測量材料表 11．路線測量材料表

９ 測量標 によるものとする。 ９ 測量標 によるものとする。

提 出 成 果 品 一 覧 表

種 別 縮 尺 用 紙
ﾄﾚｰｽ

ｺﾋﾟｰ 部数 摘 要
原図

観 測 手 簿 1式 仮ＢＭ・縦断・横断詳細

計 算 簿 1式
線形決定・ＩＰ設置中心

線・仮ＢＭ・縦断

成 果 表 1式 仮ＢＭ・縦断

線 形 図 1/1,000
ポリエステルフィルム

1 1
線形決定

♯300以上 （平面図に書き込み）

引 照 点 図 1/1,000 〃 1 1
中心線

（平面図に書き込み）

点 の 記 1式
ＩＰ設置・中心線の主要

点・仮ＢＭ

精 度 管 理 表 1式
ＩＰ設置・中心線・仮Ｂ

Ｍ・縦断・横断・平面

線 形 地 形 図 1/1,000
ポリエステルフィルム

1 1 平面図に書き込み
♯300以上

平 面 原 図 1/1,000 〃 1 1 インキング仕上

第 ２ 原 図 1/1,000 〃 1 必要な場合

丈 量 図 1/1,000 〃 1 1

縦 断 面 図
縦1/200 ロールセクション

1 1
地盤線のみインキング仕

横1/1,000 ♯200以上 上、その他鉛筆仕上

横 断 面 図 1/100 〃 1 1 〃

細 部 調 査 図 1/30～ セクションマイラー
1 1 〃

（ 構 造 物 ） 1/100 ♯２００

土 質 調 査 ・
適 宜 1 1

既設路盤材調査

計画資料報告書 Ａ４版 1 1 路線選定理由を含む

写 真 帳
1式

ネガアルバム

提 出 成 果 品 一 覧 表 （ 紙 媒 体 の 場 合 ）

種 別 縮 尺 用 紙
ﾄﾚｰｽ

ｺﾋﾟｰ 部数 摘 要
原図

観 測 手 簿 1式 仮ＢＭ・縦断・横断詳細

計 算 簿 1式
線形決定・ＩＰ設置中心

線・仮ＢＭ・縦断

成 果 表 1式 仮ＢＭ・縦断

線 形 図 1/1,000
ポリエステルフィルム

1 1
線形決定

♯300以上 （平面図に書き込み）

引 照 点 図 1/1,000 〃 1 1
中心線

（平面図に書き込み）

点 の 記 1式
ＩＰ設置・中心線の主要

点・仮ＢＭ

精 度 管 理 表 1式
ＩＰ設置・中心線・仮Ｂ

Ｍ・縦断・横断・平面

線 形 地 形 図 1/1,000
ポリエステルフィルム

1 1 平面図に書き込み
♯300以上

平 面 原 図 1/1,000 〃 1 1 インキング仕上

第 ２ 原 図 1/1,000 〃 1 必要な場合

丈 量 図 1/1,000 〃 1 1

縦 断 面 図
縦1/200 ロールセクション

1 1
地盤線のみインキング仕

横1/1,000 ♯200以上 上、その他鉛筆仕上

横 断 面 図 1/100 〃 1 1 〃

細 部 調 査 図 1/30～ セクションマイラー
1 1 〃

（ 構 造 物 ） 1/100 ♯２００

土 質 調 査 ・
適 宜 1 1

既設路盤材調査

計画資料報告書 Ａ４版 1 1 路線選定理由を含む

写 真 帳
1式

ネガアルバム
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（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-4-8（Ⅰ-156）

■電子媒体よる

提出一覧を追加

提 出 成 果 品 一 覧 表 （ 電 子 媒 体 の 場 合 ）

種 別 縮 尺 部数 摘 要

電 子 成 果 品 保 管 帳 １冊 電子媒体（CD-R等）

( 観 測 手 簿 ) Ａ４版、仮ＢＭ・縦断・横断詳細

( 計 算 簿 )
Ａ４版、線形決定・ＩＰ設置中心線・

仮ＢＭ・縦断

( 成 果 表 ) Ａ４版、仮ＢＭ・縦断

( 線 形 図 ) 1/1,000 Ａ４版、線形決定（平面図に書き込み）

( 引 照 点 図 ) 1/1,000 Ａ４版、中心線（平面図に書き込み）
電

( 点 の 記 )
Ａ４版、ＩＰ設置・中心線の主要点・

子 仮ＢＭ

( 精 度 管 理 表 )
Ａ４版、ＩＰ設置・中心線・仮ＢＭ・

媒 縦断・横断・平面

( 線 形 地 形 図 ) 1/1,000 平面図に書き込み
体

( 平 面 図 ) 1/1,000
一

( 丈 量 図 ) 1/1,000
覧

( 縦 断 面 図 )
縦1/200

横1/1,000

( 横 断 面 図 ) 1/100

( 細 部 調 査 図 1/30～

（ 構 造 物 ） ) 1/100

( 土 質 調 査 ・
Ａ４版

設 路 盤 材 調 査 )

( 計 画 資 料 報 告 書 ) Ａ４版、路線選定理由を含む

( 写 真 帳 ) Ａ４版



- 23 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 ５ 河川・砂防・ダム部門 Ⅰ 測量業務共通仕様書 ５ 河川・砂防・ダム部門

５－１ 通 則 ５－１ 通 則 Ⅰ-5-3（Ⅰ-166）

5-1-2 関係規則等 5-1-2 関係規則等 ■諸基準類の改定に

河川部門の測量及び調査に当たっては、共通の関係法令及び｢規程｣のほか、次の規定 河川部門の測量及び調査に当たっては、共通の関係法令及び｢規程｣のほか、次の規定 伴う変更

によらなければならない。 によらなければならない。

河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・令和3年4月） 河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・平成26年4月）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 ６ 急傾斜地部門 Ⅰ 測量業務共通仕様書 ６ 急傾斜地部門

６－１ 通 則 ６－１ 通 則 Ⅰ-6-3（Ⅰ-192）

6-1-2 関係規則等 6-1-2 関係規則等 ■諸基準類の改定に

測量及び調査に当たっては、共通の関係法令並びに｢規程｣のほか、次の規定によらな 測量及び調査に当たっては、共通の関係法令並びに｢規程｣のほか、次の規定によらな 伴う変更

ければならない。 ければならない。

河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・令和3年4月） 河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・平成26年４月）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 ７ 漁港部門 Ⅰ 測量業務共通仕様書 ７ 漁港部門

７－２ 深浅測量 ７－２ 深浅測量 Ⅰ-7-5（Ⅰ-198）

7-2-4 測量基準 7-2-4 測量基準 ■諸基準類の改定に

１．基準点測量 １．基準点測量 伴う変更

受託者は、測量に用いる基準点として、国土交通省各地方整備局又は海上保安庁海洋 受託者は、測量に用いる基準点として、漁港原点及び海上保安庁海洋情報部（以下｢海

情報部（以下、「海洋情報部」という。）等の既設点を用いるものとする。なお、既設点 洋情報部｣という。）等の既設点を用いるものとする。なお、既設点が使用できない場合

が使用できない場合は、次の方法により必要な基準点を決定するものとする。 は、次の方法により必要な基準点を決定するものとする。

(1) 主要基準点は、国土地理院の三角点、多角点、電子基準点及び公共測量に基づく (1) 主要基準点は、国土地理院の三角点、多角点、電子基準点及び公共測量に基づく

三角点及び多角点を基準として用いるものとする。 三角点及び多角点を基準として用いるものとする。

(2) 深浅測量に必要な補助基準点は、主要基準点を基準とするものとする。 (2) 深浅測量に必要な補助基準点は、主要基準点を基準とするものとする。

(3) 主要基準点の測定は、三角測量、多角測量又はＧＮＮＳ測量によるものとする。 (3) 主要基準点の測定は、三角測量、多角測量又はＧＰＳ測量によるものとする。

また、補助基準点の測定は、三角測量、多角測量、ＧＮＮＳ測量、又は前方交会 また、補助基準点の測定は、三角測量、多角測量、ＧＰＳ測量、又は前方交会法

法若しくは後方交会法によるものとする。ただし、後方交会法の場合は、主要基準 若しくは後方交会法によるものとする。ただし、後方交会法の場合は、主要基準点

点からの位置の線を併用するものとする。なお、主要基準点及び補助基準点に使用 からの位置の線を併用するものとする。なお、主要基準点及び補助基準点に使用す

する標識は、９ 測量標 に基づくものとする。 る標識は、９ 測量標 に基づくものとする。

(4) 三角測量の辺長計算は、２個以上の三角形を使用するものとするか又は既知点を (4) 三角測量の辺長計算は、２個以上の三角形を使用するものとするか又は既知辺を

含む三角形で計算するものとする。算出した辺長を用いて座標計算を行うものとす 含む三角形で計算するものとする。算出した辺長を用いて座標計算を行うものとす

る。なお、座標値の較差は、次のとおりとする。 る。なお、座標値の較差は、次のとおりとする。

主要基準点 ： 30㎝以内 主要基準点 ： 30㎝以内

補助基準点 ： 50㎝以内 補助基準点 ： 50㎝以内

(5)～(8)（省略） (5)～(8)（省略）

２～４．（省略） ２～４．（省略）
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7-2-5 水深測量 7-2-5 水深測量 Ⅰ-7-7（Ⅰ-200）

１．（省略） １．（省略） ■諸基準類の改定に

２．海上測位 ２．海上測位 伴う変更

(1) 受託者は、設計図書の定めにより測量船の誘導及び海上測位を行うものとする。 (1) 受託者は、設計図書の定めにより測量船の誘導及び海上測位を行うものとする。

(2) 受託者は、表７－１ 海上測位に使用する機器の性能 に示す性能以上の機器を用 (2) 受託者は、表７－１ 海上測位に使用する機器の性能 に示す性能以上の機器を用

いるものとする。 いるものとする。

受注者は、海上位置測量に使用する機器は衛星測位機等とし、海上測位位置の精

度は、特級水域では±２ｍ、１ａ級水域及び１ｂ級水域では±５ｍを確保できるも

のを使用しなければならない。

なお、水域の区分は海上保安庁告示第102号別表第一によるものとする。

(3) 受託者は、海上測位位置の線の交角を30°～150°の範囲内に収めるものとする。 (3) 受託者は、海上測位位置の線の交角を30°～150°の範囲内に収めるものとする。

(4) 受託者は、法面勾配確認を行う場合、法肩又は法尻法線に直角に測定するものと (4) 受託者は、法面勾配確認を行う場合、法肩又は法尻法線に直角に測定するものと

する。 する。

廃 止

表７－１ 海上測位に使用する機器の性能

区 分 性 能

電波測位機 測距精度±1.5ｍ自動記録

光波測距儀 測距精度±1.5ｍ自動記録

ＧＰＳ測位機 測距精度±1.5ｍ自動記録

トランシット 最小読取値20秒読

六分儀 １分読み

三桿分度儀 １分読み
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３．測 深 ３．測 深 Ⅰ-7-8（Ⅰ-201）

(1) 測深機器 (1) 測深機器 ■諸基準類の改定に

受託者は、音響測深機により測深を行うものとし、使用する音響測深機は、表７ 受託者は、音響測深機により測深を行うものとし、使用する音響測深機は、表７ 伴う変更

－２ 音響測深機の性能（水深100ｍ以浅） に示す性能以上のものとする。 －２ 音響測深機の性能（水深100ｍ以浅） に示す性能以上のものとする。

なお、設計図書に定めがなく、表７－２に示す性能以上の音響測深機により難い なお、設計図書に定めがなく、表７－２に示す性能以上の音響測深機により難い

場合は、測量に先立ち業務担当員に測深方法の承諾を得るものとする。 場合は、測量に先立ち業務担当員に測深方法の承諾を得るものとする。

※スワス音響測深機は、マルチビーム音響測深機及び位相差式（ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾒﾄﾘ）音

響測深機（受信素子数が4個以上のものに限る。）で船体に固定して使用するも

のをいう。

(2)～(3)（省略） (2)～(3)（省略）

表７－２ 音響測深の性能（水深100ｍ以浅）

項 目 性 能

シングルビーム音響測深機（多素子音響測深機を含む）

仮定音速度 1500ｍ／ｓ

発振周波数 90～230 KHz（水深31ｍ未満）

30～230 KHz（水深31ｍ～100ｍ）

送受波器の指向角 半減半角８°以下

紙送り速度 20㎜／min以上

最小目盛 0.2ｍ以下

スワス音響測深機（マルチビーム）

仮定音速度 1500ｍ／ｓ

発振周波数 200kＨz以上

レンジ分解能 ５㎝以下

測深ビーム方式 ミルズクロス方式

測深ビーム幅 2度以下×2度以下

スワス音響測深機（インターフェロメトリ）

発振周波数 100～500 KHz

レンジ分解能 ５㎝以下

仮定音速度 1500ｍ／ｓ

受信素子数 ４個以上

表７－２ 音響測深の性能（水深100ｍ以浅）

項 目 性 能

シングルビーム音響測深機（多素子音響測深機を含む）

仮定音速度 1500ｍ／ｓ

発振周波数 90～230 KHz（水深31ｍ未満）

30～230 KHz（水深31ｍ～100ｍ）

送受波器の指向角 半減半角８°以下

紙送り速度 20㎜／min以上

最小目盛 0.2ｍ以下

マルチビーム（浅海用）音響測深機

仮定音速度 1500ｍ／ｓ

発振周波数 36～455 KHz

レンジ分解能 ５㎝以下

測深ビーム方式 クロスファンビーム

測深ビーム幅 1.5度以下×1.5度以下

インターフェロメトリ音響測深機

発振周波数 100～500 KHz

レンジ分解能 ５㎝以下

仮定音速度 1500ｍ／ｓ

受信素子数 ４個以上



- 26 -
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7-2-8 成果品 7-2-8 成果品 Ⅰ-7-9（Ⅰ-202）

１．（省略） １．（省略） ■諸基準類の改定に

２．受託者は、次に掲げる内容を記載した報告書、測深図を作成し、資料とともに業務担 ２．受託者は、次に掲げる内容を記載した報告書、測深図を作成し、資料とともに業務担 伴う変更

当員に提出するものとする。 当員に提出するものとする。

(1) ～(2) （省略） (1) ～(2) （省略）

(3) 資 料 (3) 資 料

(ｱ) 航跡図（原図） (ｱ) 航跡図（原図）

(ｲ) 測定帳簿（測角簿、測距簿、測深簿、測深誘導簿、検潮簿、基準点計算簿） (ｲ) 測定帳簿（測角簿、測距簿、測深簿、測深誘導簿、検潮簿、基準点計算簿）

(ｳ) 測定記録（音響測深記録、電波又はＧＮＳＳ測位記録、検潮記録） (ｳ) 測定記録（音響測深記録、電波又はＧＰＳ測位記録、検潮記録）

７－３ 水路測量 Ⅰ-7-10（Ⅰ-）

7-3-1 適用の範囲 ■諸基準類の改定に

本節は、水路測量及びこれに準ずる測量に関する一般的事項を取り扱うものとする。 伴う追加

7-3-2 目 的

測量準備は、7-2-3 測量準備を適用する。

7-3-3 基準点測量

１．基準点測量は、7-2-4基準点測量を適用するものとする。

２．最低水面及び平均水面は、7-2-4 測量基準 ３．検 潮 ４．最低水面及び平均水面を

適用するものとする。

7-3-4 検潮等

検潮等は、7-2-4 測量基準 ３．検 潮を適用するものとする。

7-3-5 水深測量

水深測量は、7-2-5 水深測量を適用するものとする。

7-3-6 測深及び水深改正

１．測深及び水深改正は、次に示す事項のほか、7-2-5 水深測量 (2) 測深及び水深改正を

適用する。

(1)受注者は、直下測深値を採用しなければならない。

ただし、斜測深の斜角度が５゜以内の場合は、斜測深の測深値を採用することができ

るものとする。

(2)受注者は、音波のカバーする範囲を拡大するため斜測深を使用することができるもの

とする。その場合送受波器の斜角度は20゜を超えてはならない。

(3)受注者は、法面勾配確認を行う場合、法肩又は法尻法線に直角に測定するものとする。

(4)受注者は、斜測深の記録上、掘下げ水深より浅い箇所のある傾向を認めた場合は、直

下測深により再度測深しなければならない。

２．作業条件は、7-2-5 水深測量 ３．測 深 (3) 作業条件を適用するものとする。
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３．音響測深の異常記録

受注者は、音響測深記録上で付近の海底より突起しているもの又は、濃度が異なるもの（以

下これらを「異常記録」という。）がある場合、次の措置を講じなければならない。

(1)異常記録が浮遊物、機械的雑音又は、海底突起物であるかを確認するため、再度測深

するものとする。

(2)異常記録が海底突起物の場合は、最浅部の水深と位置を測定し、レッドにより硬軟を

判別するものとする。

(3)海底から突起していないが、濃度が異なる場合は、その位置を測定し、レッドにより

硬軟を判別するものとする。

(4)次の各号に該当する場合は、再測、判別等の処理を省略できるものとする。

イ）比高が0.5ｍ以下のもの。

ロ）局所的な凹部に存在し、その水深が周囲の海底より深いもの。

7-3-7 測深及び水深改正

１．受注者は、水域の区分毎に、表７－３ 未測深幅に示す未測深幅を満足するように測深線

間隔をとらなければならない

表７－３ 未測深幅

未測深幅の上限

水域の区分 使用機器 底質が砂又は泥質 底質が岩盤質の

の場合 場合

特 級
多素子音響測深機又は

０ｍ
スワス音響測深機

単素子音響測深機 ２ｍ

多素子音響測深機

一ａ級 （素子数が2つのものに ３ｍ

３ｍ限る。）

その他の機器 ６ｍ

単素子音響測深機 ８ｍ

航路 多素子音響測深機 左記の1/2

泊地及び （素子数が2つのものに １２ｍ

一b級 その周辺 ３ｍ限る。）

その他の機器 ２５ｍ

その他水域 全ての機器 50ｍ又は水深の3

倍のうち大きい値
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「航路、泊地及びその付近」とは次の水域をいう。水路測量における測定又は調査の方法に関

する告示（平成14年4月1日海上保安庁告示第102号）

①別表第一｢水域区分特級｣の｢水域一号から四号｣のいずれかに該当する水域。

②係留施設（岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場、シーバース）

の前面及びその付近。

「その他の機器」は、多素子音響測深機（２素子以外）、スワス音響測深機又はレーザー測深

機（１ｂ級に限る。）

２．受注者は、構造物、障害物等の撤去跡の測量の場合、撤去されたことを確認できる測深

線間隔を設定しなければならない。

３．受注者は、係船岸前面を測量する場合、防舷材前面から30ｍ又は着岸最大船舶の船幅の1.

5倍のうち広い範囲まで行うものとし、未測深幅を防舷材前面から1ｍ以内となるように

測深しなければならない。

４．受注者は、測深結果から判断して業務担当員が最浅部の確認が必要と認めた場合、さら

に密に測深をしなければならない。

５．受注者は、測量船の蛇行のため未測深幅が「表2－3 未測深幅」の規定量を超えた場合、

再度測量しなければならない。

7-3-8 水深測量

水深測量は、7-2-5 水深測量を適用するものとする。

7-3-9 測量結果の整理及び解析

１．受注者は、特記仕様書の定めにより測量結果を次に示す項目で整理及び解析を行うものと

する。なお、これによらない場合は測量に先立って業務担当員の承諾を得なければならな

い。

(1) 航跡図の整理

受注者は、10㎝間隔の格子点、水深測量に必要な基準点、海上測位点及び測深線を記入

した航跡図を作成しなければならない。

①海上測位点は、｢・｣又は「○」で示し、実線で結ぶものとする。

②海上測位点の記入誤差は、0.5㎜以内とする。

③航跡図の縮尺は、測深図と同一とする。

(2) 水深測定資料の整理

①受注者は、図面及び特記仕様書に定める水深線を音響測深記録紙上に引き、浅所又は

深所の有無を確認しなければならない。なお、浅所が確認された場合は、調査職員に

通知しなければならない。

②受注者は、浅い水深を優先に記録の読みとりを行わなければならない。なお、読みと

り間隔は、航跡図上10㎜ごととする。

③受注者は、掘り下げ境界の海底地形を明確に把握できるよう掘り下げ区域の周辺の水

深を密に読みとらなければならない。

(3) 地形解析

受注者は、測深図に基づき等深線を描画し、底質判別資料と対比して地形解析を行わな

ければならない。
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(4) 測深図

①受注者は、特記仕様書に定める縮尺の図面を作成しなければならない。

②受注者は、原則、メルカトル図法により作図しなければならない。

③受注者は、測深海域周辺の基準点を記入し、経緯度値及び平面直角座標系座標値を図

面四隅の格子点に記入しなければならない。

(5) デジタル測量成果

受注者は、水路測量等で得られた水深、海岸線、等深線等の情報を位置及びその他の属

性として構成されたデータファイルであるデジタル測量成果を作成しなければならない。

①水深については、経緯度水深ファイルとする。

②水深以外の地物については、国際水路機関が定める地理空間情報の基準に準拠した地

物ファイルとする。

7-3-10 関連調査新規追加

水路測量に際して、水路業務関連法令により必要となる付属調査を実施する。

水路測量に伴う調査については、現場条件により決定する。（ 底質判別、浮泥層調査、

岸線測量等）

7-3-11 成果

１．受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要

事項は、その定めによらなければならない

２．受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書及び図面を作成し、資料ととも

に業務担当員に提出しなければならない。

(1) 報告書

・件名

・測量場所

・測量期間

・測量区域図

・測量機器

・測定方法

・地形解析結果（岸線測量を実施した場合）

・測量結果と考察

(2) 図面

・測深図

(3) 測量成果

・デジタル測量成果

・経緯度表※１

・水路測量標等記事※１

・検潮所基準測定成果（基本水準標の設置、高さの改定をした場合）※４

・基準面決定簿

・メタ情報記録
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(4) 測量資料

・測定図（航跡図、原点図※１、岸測図※２、測深図※３、水深原稿図、拡大水深原稿図

等）

・測定帳簿（測角簿※３、測距簿※３、測深簿、測深誘導簿、験潮簿、原点計算簿※１、

岸測簿※２等）

・測定記録（音響測深記録、験潮記録、電波又はＧＮＳＳ測位記録等）

※１ 基準点測量を実施した場合。

※２ 岸線測量を実施した場合。

※３ ＧＮＳＳを使用する場合は不要。

※４ 検潮器を設置した場合。

7-3-12 照査

１．受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければな

らない。

２．照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。

(1) 調査方針及び調査内容の適切性

(2) 測定記録と計算結果の整合性

(3) 測定記録と図面表現の整合性

(4) 既存資料、計画資料等との整合性

(5) 成果物の適切性

７－４ 流況調査 ７－３ 流況調査 Ⅰ-7-14（Ⅰ-）

7-4-3 観 測 7-3-3 観 測 ■諸基準類の改定に

１～３．（省略） １～３．（省略） 伴う追加

４．本測量においてＧＮＳＳを使用する場合は、当該契約の実施区域において行った精度

の確認結果を添えて使用申請を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。

７－５ 水質調査 ７－４ 水質調査 Ⅰ-7-15（Ⅰ-204）

7-5-3 採水・観測 7-4-3 採水・観測 ■諸基準類の改定に

１～２．（省略） １～２．（省略） 伴う変更

３．受託者は、関係法令等に定める規定量の資料を採水し、採水地点、水深、年月日、時 ３．受託者は、関係法令等に定める規定量の資料を採水し、採水地点、水深、年月日及び

間及び気象・海象の記録を行うものとする。 時間の記録を行うものとする。

４．受託者は、採取した資料に対し、表７－４ 水質試験方法 に定める前処理を施し、速 ４．受託者は、採取した資料に対し、表７－３ 水質試験方法 に定める前処理を施し、速

やかに試験室に運搬するものとする。 やかに試験室に運搬するものとする。

7-5-4 水質試験 7-4-4 水質試験 Ⅰ-7-15（Ⅰ-204）

１．（省略） １．（省略） ■頁番の修正

２．受託者は、表７－４ 水質試験方法 に示す試験方法により試験を行うものとする。 ２．受託者は、表７－３ 水質試験方法 に示す試験方法により試験を行うものとする。

なお、試験方法が複数ある場合は、設計図書に定める方法により行うものとする なお、試験方法が複数ある場合は、設計図書に定める方法により行うものとする
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Ⅰ-7-16（Ⅰ-205）

■諸基準類の改定に

伴う変更

表 ７ － ４ 水 質 試 験 方 法

３－１

試 験 項 目 試 験 方 法

現
気 温 JIS K 0102(2013) 7.1

場
水 温 JIS K 0102(2013) 7.2

測
色 相 JIS標準色標

定
臭 気 JIS K 0102(2013) 10.1

項
塩 分 海洋観測指針 5.3

目
透 明 度 海洋観測指針(1999) 3.2

濁 度 JIS K 0101(2013) 9.2,9.3,9.4 又は水中濁度計YPC-1D

水 素 イ オ ン 濃 度（ｐＨ） JIS K 0102(2013) 12.1又はガラス電極法

生
溶 存 酸 素（ＤＯ） JIS K 0102(2013) 32又は隔膜電極法若しくは工学式センサ

活
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） JIS K 0102(2013) 21

環
化 学 的 酸 素 要 求 量（ＣＯＤ） JIS K 0102(2013) 17

境
浮 遊 物 質（ＳＳ） 環告第59号付表9

項
大 腸 菌 群 数 環告第59号別表2

目
全 窒 素 JIS K 0102(2013) 45.2、45.3、45.4又は45.6

全 り ん JIS K 0102(2013) 46.3

ｎ － ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 環告第59 号付表14 又は環告第64 号付表４

亜 鉛 JIS K 0102(2013) 53

カ ド ミ ウ ム JIS K 0102(2013) 55.2、55.3 又は55.4

全 シ ア ン JIS K 0102(2013) 38.1.2及び38.2,38.1.2 及び38.3 又は38.1.2及び38.5

鉛 JIS K 0102(2013) 54

健 六 価 ク ロ ム JIS K 0102(2013) 65.2

砒 素 JIS K 0102(2013) 61.2、61.3 又は61.4

総 水 銀 環告第59号付表 2

康 ア ル キ ル 水 銀 環告第59号付表 3

ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ） 環告第59号付表 4

ジ ク ロ ロ メ タ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

項 四 塩 化 炭 素 JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

1 . 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

目 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

1 . 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

シス-1. 2 -ジクロロエチレン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

等 1 . 1 . 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

1 . 1 . 2 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

1 . 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

チ ウ ラ ム 環告第59号付表5

表 ７ － ３ 水 質 試 験 方 法

３－１

試 験 項 目 試 験 方 法

現
気 温 JIS K 0102(2013) 7.1

場
水 温 JIS K 0102(2013) 7.2

測
色 相 JIS標準色標

定
臭 気 JIS K 0102(2013) 10.1

項
塩 分 海洋観測指針 5.3

目
透 明 度 海洋観測指針(1999) 3.2

濁 度 JIS K 0101(2013) 9.4又は水中濁度計 YPC-1D

水 素 イ オ ン 濃 度（ｐＨ） JIS K 0102(2013) 12.1

生
溶 存 酸 素（ＤＯ） JIS K 0102(2013) 32

活
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） JIS K 0102(2013) 21

環
化 学 的 酸 素 要 求 量（ＣＯＤ） JIS K 0102(2013) 17

境
浮 遊 物 質（ＳＳ） 環告第59号付表 8

項
大 腸 菌 群 数 環告第59号別表2.1.1備考 4

目
全 窒 素 JIS K 0102(2013) 45.2、45.3又は45.4

全 り ん JIS K 0102(2013) 46.3

ｎ － ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 環告第59号付表10

亜 鉛 JIS K 0102(2013) 53

カ ド ミ ウ ム JIS K 0102(2013) 55

全 シ ア ン JIS K 0102(2013) 38.1.2及び38.2又は38.1.2及び38.3

鉛 JIS K 0102(2013) 54

健 六 価 ク ロ ム JIS K 0102(2013) 65.2

砒 素 JIS K 0102(2013) 61.2又は61.3

総 水 銀 環告第59号付表 1

康 ア ル キ ル 水 銀 環告第59号付表 2

ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ） 環告第59号付表 3

ジ ク ロ ロ メ タ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

項 四 塩 化 炭 素 JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

1 . 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

目 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

1 . 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

シス-1 . 2 -ジクロロエチレン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

等 1 . 1 . 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

1 . 1 . 2 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

1 . 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.1

チ ウ ラ ム 環告第59号付表 4
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３－２

試 験 項 目 試 験 方 法

シ マ ジ ン 環告第59号付表6の第 1又は第 2

健
チ オ ベ ン カ ル ブ 環告第59号付表6の第 1又は第 2

康
ベ ン ゼ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

項
セ レ ン JIS K 0102(2013) 67.2、67.3又は67.4

目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
JIS K 0102(2013) 43.2.1、43.2.3又は43.2.5（硝酸性）

等
JIS K 0102(2013) 43.1（亜硝酸性）

フ ッ 素 JIS K 0102(2013) 34.1又は環告第59号付表7

ホ ウ 素 JIS K 0102(2013) 47.1若しくは47.3又は47.4

1 , 4 － ジ オ キ サ ン 環告第59号付表8

特
フ ェ ノ ー ル 類 JIS K 0102(2013) 28.1

銅 JIS K 0102(2013) 52.2、52.3、52.4 又は52.5

殊
鉄 （溶解性） JIS K 0102(2013) 57.2、57.3 又は57.4

マ ン ガ ン （溶解性） JIS K 0102(2013) 56.2、56.3、56.4 又は56.5

項
ク ロ ム JIS K 0102(2013) 65.1

有 機 燐 化 合 物 環告第64号付表 1又はﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗｲｵﾝ若しくはEPNはJIS K 0102(201

目
3))31.1(ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法を除く)、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝは環告第64号付表 2

ア ン モ ニ ア 性 窒 素 JIS K 0102(2013) 42.2、42.3、42.5又は42.6

ク ロ ロ ホ ル ム JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.1

要 トランス-1、2-ジクロロエチレン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.1

1 . 2 - ジ ク ロ ロ プ ロ パ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.1

ｐ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.1

イ ソ キ サ チ オ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

監 ダ イ ア ジ ノ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

フ ェ ニ ト ロ チ オ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

オ キ シ ン 銅 環水規第121号付表 2

視 ク ロ ロ タ ロ ニ ル 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

プ ロ ピ ザ ミ ド 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

Ｅ Ｐ Ｎ 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

ジ ク ロ ル ボ ス 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

項 フ ェ ノ ブ カ ル ブ 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

イ プ ロ ベ ン ホ ス 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

ト ル エ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

目 キ シ レ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

フタル酸ジエチルヘキシル 環水規第121号付表3.1又は3.2

３－２

試 験 項 目 試 験 方 法

シ マ ジ ン 環告第59号付表 5の第 1又は第 2

健
チ オ ベ ン カ ル ブ 環告第59号付表 5の第 1又は第 2

康
ベ ン ゼ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

項
セ レ ン JIS K 0102(2013) 67.2又は67.3

目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
JIS K 0102(2013) 43.2.1、43.2.3又は43.2.5（硝酸性）

等
JIS K 0102(2013) 43.1（亜硝酸性）

フ ッ 素 JIS K 0102(2013) 34.1又は環告第59号付表 6

ホ ウ 素 JIS K 0102(2013) 47.1若しくは47.3又は環告第59号付表 7

1 , 4 － ジ オ キ サ ン 環告第59号付表 7

特
フ ェ ノ ー ル 類 JIS K 0102(2013) 28.1

銅 JIS K 0102(2013) 52.2

殊
鉄 （溶解性） JIS K 0102(2013) 57.2

マ ン ガ ン （溶解性） JIS K 0102(2013) 56.2

項
ク ロ ム JIS K 0102(2013) 65.1

有 機 燐 化 合 物 環告第64号付表 1又はﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗｲｵﾝ若しくはEPNはJIS K 0102(2013)

目
31.1(ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法を除く)、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝは環告第64号付表2

ア ン モ ニ ア 性 窒 素 JIS K 0102(2013) 42.2、42.3又は42.5

ク ロ ロ ホ ル ム JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.1

要 トランス-1、2-ジクロロエチレン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.1

1 . 2 - ジ ク ロ ロ プ ロ パ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.1

ｐ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.1

イ ソ キ サ チ オ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

監 ダ イ ア ジ ノ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

フ ェ ニ ト ロ チ オ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

オ キ シ ン 銅 環水規第121号付表 2

視 ク ロ ロ タ ロ ニ ル 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

プ ロ ピ ザ ミ ド 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

Ｅ Ｐ Ｎ 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

ジ ク ロ ル ボ ス 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

項 フ ェ ノ ブ カ ル ブ 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

イ プ ロ ベ ン ホ ス 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン 環水規第121号付表 1の第 1又は第 2

ト ル エ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

目 キ シ レ ン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

フタル酸ジエチルヘキシル 環水規第121号付表3.1又は3.2
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７－６ 底質調査 ７－５ 底質調査 Ⅰ-7-19（Ⅰ-208）

7-6-3 採泥・観測 7-5-3 採泥・観測 ■頁番の修正

１～２．（省略） １～２．（省略）

３．受託者は、採取した試料に対し、表７－５ 底質試験方法 に定める前処理を施し、速 ３．受託者は、採取した試料に対し、表７－４ 底質試験方法 に定める前処理を施し、速

やかに試験室に運搬するものとする。 やかに試験室に運搬するものとする。

３－３

試 験 項 目 試 験 方 法

ニ ッ ケ ル JIS K 0102(2013) 59.3又は環水規第121号付表 4、付表 5

要 モ リ ブ デ ン JIS K 0102(2013) 68.2又は環水規第121号付表 4、付表 5

監 ア ン チ モ ン 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 5の第 1、第2又は第 3

視 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 1

項 エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 2

目 1 , 4 － ジ オ キ サ ン 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 3の第 1又は第 2

全 マ ン ガ ン JIS K 0102(2013) 56.2、56.3、56.4又は56.5

ウ ラ ン 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 4の第 1、第2又は第 3

ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸；令和2年5

月28日環水大水発第2005281号、環水大水発第2005282号付表1

（注）「環告第59号」とは、「水質汚濁に係る環境基準について」（環境庁告示第59号 昭和46年12月28日、改正：

環境省告示第46号平成31年3月20日）を示す。

「環告第64 号」とは、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」

（環境庁告示第64 号 昭和49 年9 月30 日、改正：環境省告示第47号平成3P25 1年3月20日）を示す。

「環水規第121号」とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定

方法」（環水規第121号 平成5年4月28日、改正： 環水管69号平成11年3月12日）を示す。

「環水企発第040331003 号、環水士第040331 号」とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の施

行等について（通知）」（環水企発第040331003 号、環水士発第040331005 号平成16 年3 月31 日）を示す。

「環水大水発第2005281号、環水大土第2005282号」とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基

等の施工等について（通知）」（環水大水発第2005281号、環水大土第2005282号令和2年5月28日）を示す。

３－３

試 験 項 目 試 験 方 法

ニ ッ ケ ル JIS K 0102(2013) 59.3又は環水規第121号付表 4、付表 5

要 モ リ ブ デ ン JIS K 0102(2013) 68.2又は環水規第121号付表 4、付表 5

監 ア ン チ モ ン 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 5の第 1 、第2又は第 3

視 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 1

項 エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 2

目 1 , 4 － ジ オ キ サ ン 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 3の第 1又は第 2

全 マ ン ガ ン JIS K 0102(2013) 56.2、56.3、56.4又は56.5

ウ ラ ン 環水企発第040331003号、環水土第040331005号付表 4の第 1 、第2又は第 3

（注）「環告第59号」とは、「水質汚濁に係る環境基準について」（環境庁告示第59号 昭和46年12月28日）を示す。

「環告第64 号」とは、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」

（環境庁告示第64 号 昭和49 年9 月30 日）を示す。

「環水規第121号」とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定

方法」（環水規第121号 平成5年4月28日）を示す。

「環水企発第040331003 号、環水士第040331 号」とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の

施行等について（通知）」（環水企発第040331003 号、環水士発第040331005 号平成16 年3 月31 日）を示す。
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表 ７ － ５ 底 質 試 験 方 法

２－１

試験項目
溶 出 試 験 含 有 量 試 験

試 験 方 法 摘 要 試 験 方 法 摘 要

アルキル水銀化合 昭和46年12月28日環境庁告示第59号（以 汚泥、水底 昭和63年9月8日環境庁第127号底質調査 最終改正：

物 下「環告第59号」という。）付表 3 及び 土砂、廃酸 方法（以下「底質調査方法」という。） 平成31年

昭和49年9月30日環境庁告示第64号（以 廃アルカリ Ⅱ.5.14.2 3月20日

下「環告第64号」という。）付表3

水銀又はその化合 環告第59号付表2 底質調査方法Ⅱ.5.14.1

物

カドミウム又はそ JIS K 0102(2013) 55 底質調査方法Ⅱ.5.1

の化合物

鉛又はその化合物 JIS K 0102(2013) 54 底質調査方法Ⅱ.5.2

有機燐化合物 環告第64号付表 1 又はJIS K 0102(201

3) 31.1のうちガスクロマトグラフ法以

外のもの（メチルジメトンにあっては勧

告第64号付表2）

六価クロム化合物 JIS K 0102(2013) 65.2 底質調査方法Ⅱ.12.3

ひ素又はその化合 JIS K 0102(2013) 61 底質調査方法Ⅱ.5.9

物

シアン化合物 JIS K 0102(2013) 38 底質調査方法Ⅱ.4.11

ただし、38.1.1は除く

ＰＣＢ 環告第59号付表3又はJIS K 0093(2002) 底質調査方法Ⅱ.6.4

有機塩素化合物 昭和48年2月17日環境庁告示第14号 最終改正： 環告第14号別表 1に準ずる方法 最終改正：

別表1 平成7年3月 平成26年

30日 5月30日

銅又はその化合物 JIS K 0102(2013) 52 底質調査方法Ⅱ.5.3

亜鉛又はその化合 JIS K 0102(2013) 53 底質調査方法Ⅱ.5.4

物

ふっ化物 JIS K 0102(2013) 34

トリクロロエチレ 環告第14 号別表２又はJIS K 0125(199 最終改正：

ン 5) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 平成26年

5月30日

テトラクロロエチ 環告第14 号別表２又はJIS K 0125(199

レン 5) 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5

ベリリウム又はそ 環告第13 号別表７ 最終改正：

の化合物 令和2年

3月30日

クロム又はその化 JIS K 0102(2013) 65.1 底質調査方法Ⅱ.5.12

合物

ニッケル又はその JIS K 0102(2013) 59

化合物

バナジウム又はそ JIS K 0102(2013) 70

の化合物

表 ７ － ４ 底 質 試 験 方 法

２－１

試験項目
溶 出 試 験 含 有 量 試 験

試 験 方 法 摘 要 試 験 方 法 摘 要

アルキル水銀化合 昭和46年12月28日環境庁告示第59号（以 汚泥、水底 昭和63年9月8日環境庁第127号底質調査 最終改正：

物 下「環告第59号」という。）付表 2 及び 土砂、廃酸 方法（以下「底質調査方法」という。） 昭和63年9

昭和49年9月30日環境庁告示第64号（以 廃アルカリ Ⅱ.5.2 月8日

下「環告第64号」という。）付表3

水銀又はその化合 環告第59号付表1 底質調査方法Ⅱ.5.1

物

カドミウム又はそ JIS K 0102(2013) 55 底質調査方法Ⅱ.6

の化合物

鉛又はその化合物 JIS K 0102(2013) 54 底質調査方法Ⅱ.7

有機燐化合物 環告第64号付表 1 又はJIS K 0102(201

3) 31.1のうちガスクロマトグラフ法以

外のもの（メチルジメトンにあっては勧

告第64号付表2）

六価クロム化合物 JIS K 0102(2013) 65.2 底質調査方法Ⅱ.12.3

ひ素又はその化合 JIS K 0102(2013) 61 底質調査方法Ⅱ.13

物

シアン化合物 JIS K 0102(2013) 38 底質調査方法Ⅱ.14

ただし、38.1.1は除く

ＰＣＢ 環告第59号付表3又はJIS K 0093(2002) 底質調査方法Ⅱ.15

有機塩素化合物 昭和48年2月17日環境庁告示第14号 最終改正： 環告第14号別表1に準ずる方法

別表1 平成7年3月

30日

銅又はその化合物 JIS K 0102(2013) 52 底質調査方法Ⅱ.8

亜鉛又はその化合 JIS K 0102(2013) 53 底質調査方法Ⅱ.9

物

ふっ化物 JIS K 0102(2013) 34

トリクロロエチレ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、

ン 5.4.1又は5.5

テトラクロロエチ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、

レン 5.4.1又は5.5

ベリリウム又はそ 昭和48年2月17日環境庁告示第13号 最終改正：

の化合物 別表5 平成10年4

月24日

クロム又はその化 JIS K 0102(2013) 65.1 底質調査方法Ⅱ.12.1

合物

ニッケル又はその JIS K 0102(2013) 59

化合物

バナジウム又はそ JIS K 0102(2013) 70

の化合物
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-7-21（Ⅰ-210）

■諸基準類の改定に

伴う変更

２－２

試験項目
溶 出 試 験 含 有 量 試 験

試 験 方 法 摘 要 試 験 方 法 摘 要

ジクロロメタン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

四塩化炭素 JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1又は5.5

1.2-ジクロロエタ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1

ン 又は5.3.2

1.1-ジクロロエチ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

レン

シス-1.2-ジクロ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2又は5.3.2

ロエチレン

1.1.1-トリクロロ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、

エタン 5.4.1又は5.5

1.1.2-トリクロロ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1、

エタン 5.4.1又は5.5

1.3-ジクロロプロ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.1

ペン

チウラム 環告第59号付表4

シマジン 環告第59号付表5

チオベンカルブ 環告第59号付表5

ベンゼン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.2

又は5.4.2

セレン JIS K 0102(2013) 67.2

泥温 JIS K 0102(2013) 7に準ずる方法

泥色 新版標準土色帳による

水素イオン濃度 ガラス電極法 JIS K 0102(2013) 12.1

（ｐＨ） に準ずる方法

化学的酸素要求量 底質調査方法Ⅱ.20

（ＣＯＤｓｅｄ）

過マンガン酸カリ

ウムによる酸素消

費量

硫化物（Ｔ－Ｓ） 底質調査方法Ⅱ.17

強熱減量（ＩーＬ） 底質調査方法Ⅱ.4

密度（比重） JIS A 1202(1999)

粒度組成 JIS A 1204(2000)

1.4-ジオキサン 環告第14号別付表7

２－２

試験項目
溶 出 試 験 含 有 量 試 験

試 験 方 法 摘 要 試 験 方 法 摘 要

ジクロロメタン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.2

又は5.4.1

四塩化炭素 環告第14 号別表2 又はJIS K 0125 5.1、

5.2、5.3.2、5.4.1 又は5.5

1.2-ジクロロエタ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.2

ン 又は5.4.1

1.1-ジクロロエチ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.2

レン 又は5.4.1

シス-1.2-ジクロ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.2

ロエチレン 又は5.4.1

シス- 1 , 2 - ジ JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1

クロロエチレン

1.1.1-トリクロロ 環告第14 号別表2 又はJIS K 0125(199

エタン 5) 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 又は5.5

1.1.2-トリクロロ 環告第14 号別表2 又はJIS K 0125(199

エタン 5) 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 又は5.5

1.3-ジクロロプロ JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.2

ペン 又は5.4.1

チウラム 環告第59号付表5

シマジン 環告第59号付表6

チオベンカルブ 環告第59号付表6

ベンゼン JIS K 0125(1995) 5.1、5.2、5.3.2

又は5.4.2

セレン JIS K 0102(2013) 67.2

ダイオキシン類 環告第14 号第四 JIS K 0312 環告第68 号別表（ダイオキシン類に係 最終改正：

る底質調査測定マニュアル（平成21年3 平成14年

月改定環境省水・大気環 境局水環境 7月22日

課））

泥温 JIS K 0102(2013) 7に準ずる方法

泥色 新版標準土色帳による

水素イオン濃度 底湿調査方法Ⅱ.4.4

（ｐＨ）

化学的酸素要求量 底質調査方法Ⅱ.4.7

（ＣＯＤｓｅｄ）

過マンガン酸カリ

ウムによる酸素消

費量

硫化物（Ｔ－Ｓ） 底質調査方法Ⅱ.4.6

強熱減量（ＩーＬ） 底質調査方法Ⅱ.4.2

密度（比重） JIS A 1202(1999)

粒度組成 JIS A 1202(2000)

1.4-ジオキサン 環告第14号別付表7 環告第14号別付表7
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

７－７ 環境生物調査 ７－６ 環境生物調査 Ⅰ-7-22（Ⅰ-211）

7-7-1 プランクトン調査 7-6-1 プランクトン調査 ■諸基準類の改定に

１～３．（省略） １～３．（省略） 伴う変更

４．試料の固定 ４．試料の固定

(1) 受託者は、採水器を引き上げた後、試料を標本瓶に入れ、速やかに固定し、併せ (1) 受託者は、採水器を引き上げた後、試料を標本瓶に入れ、速やかに固定し、併せ

て、特記仕様書に定めのある場合、クロロフィルａ測定用試水を別途標本瓶に入れ て、クロロフィルａ測定用試水を別途標本瓶に入れ保管するものとする。

保管するものとする。 (2) 受託者は、プランクトンネットを引き上げた後、ただちに試料を標本瓶に保管し、

(2) 受託者は、プランクトンネットを引き上げた後、ただちに試料を標本瓶に保管し、 生体試料として用いる場合を除き、速やかに固定するものとする。

生体試料として用いる場合を除き、速やかに固定するものとする。

５．試料の同定・分析 ５．試料の同定・分析

(1) 受託者は、試料の同定・分析を試料の前処理（濃縮）、沈殿量の測定、種の同定 (1) 受託者は、試料の同定・分析を試料の前処理（濃縮）、沈殿量の測定、種の同定

・個体数（細胞数）の計数の手順で行うものとする。 ・個体数（細胞数）の計数の手順で行うものとする。

(2) 受託者は、特記仕様書に定めのある場合、クロロフィルａの測定を測定・分析手 (2) 受託者は、クロロフィルａの測定を測定・分析手引き書（海洋観測指針）に従っ

引き書（海洋観測指針）に従って行うものとする。 て行うものとする。

６～８．（省略） ６～８．（省略）
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 10 公有水面埋立部門 Ⅰ 測量業務共通仕様書 10 公有水面埋立部門

10－６ 成果品 10－６ 成果品 Ⅰ-10-6（Ⅰ-254）

成果品は、次のとおりとする。 成果品は、次のとおりとする。 ■電子媒体による

提出と区別（紙媒体の場合）

名 称 規 格 縮 尺 単位 摘 要

位 置 図 1/50,000 枚 市販地図等

申 請 実 測 平 面 図
ポリエステルフィルム 1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

♯300 84㎝×119㎝ 1/2,500 標準とする

埋 立 区 域 求 積 図 〃

施 行 区 域 求 積 図 〃

施行区域求積平面図 〃

下 付 平 面 図 〃

海 図 〃 海上保安庁

横 断 図
セクションマイラー 横1/100～

１式
♯200 縦1/100～

縦 断 図 〃 〃 〃

作 工 図 〃 適 宜 枚

用 地 求 積 平 面 図
ポリエステルフィルム 1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

♯300 84㎝×119㎝ 1/2,500 標準とする

測 量 計 算 簿 Ａ４版 冊
図根点・多角点・境
界点の計算簿

資 料 図
ポリエステルフィルム

〃
♯300

土 地 調 査 表 〃
権利関係、その他一
切を含む

土 地 調 査 書 〃

土地境界立会確認書 〃

地 積 測 量 図 法務局指定のもの 式
土地現地調査書を含
む

各 図 面 の コ ピ ー 部

竣 功 平 面 図
ポリエステルフィルム

枚
♯300

名 称 規 格 縮 尺 数量 摘 要

位 置 図 1/50,000 枚 市販地図等

申 請 実 測 平 面 図
ポリエステルフィルム 1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

♯300 84㎝×119㎝ 1/2,500 標準とする

埋 立 区 域 求 積 図 〃

施 行 区 域 求 積 図 〃

施行区域求積平面図 〃

下 付 平 面 図 〃

海 図 〃 海上保安庁

横 断 図
セクションマイラー 横1/100～

１式
♯200 縦1/100～

縦 断 図 〃 〃 〃

作 工 図 〃 適 宜 枚

用 地 求 積 平 面 図
ポリエステルフィルム 1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

♯300 84㎝×119㎝ 1/2,500 標準とする

測 量 計 算 簿 Ａ４版 冊
図根点・多角点・境
界点の計算簿

資 料 図
ポリエステルフィルム

〃
♯300

土 地 調 査 表 〃
権利関係、その他一
切を含む

土 地 調 査 書 〃

土地境界立会確認書 〃

地 積 測 量 図 法務局指定のもの 式
土地現地調査書を含
む

各 図 面 の コ ピ ー 部

竣 功 平 面 図
ポリエステルフィルム

枚
♯300
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-10-7（Ⅰ-254）

■電子媒体よる

提出一覧を追加
（電子媒体の場合）

名 称 規 格 縮 尺 単位 摘 要

電 子 成 果 品 保 管 帳 冊 電子媒体（CD-R等）

( 位 置 図 ) 1/50,000 枚 市販地図等

(申請実測平面図)
1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

1/2,500 標準とする

(埋立区域求積図) 〃

(施行区域求積図) 〃

(施行区域求積平面図) 〃
電

( 下 付 平 面 図 ) 〃
子

( 海 図 ) 〃 海上保安庁
媒

( 横 断 図 )
横1/100～

１式
体 縦1/100～

( 縦 断 図 ) 〃 〃
一

( 作 工 図 ) 適 宜 枚
覧

(用地求積平面図)
1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

1/2,500 標準とする

( 測 量 計 算 簿 ) 冊
図根点・多角点・境

界点の計算簿

( 資 料 図 ) 〃

( 土 地 調 査 表 ) 〃
権利関係、その他一

切を含む

( 土 地 調 査 書 ) 〃

(土地境界立会確認書) 〃

( 地 積 測 量 図 ) 法務局指定のもの 式
土地現地調査書を含

む

( 竣 功 平 面 図 ) 枚
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北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 11 水文調査 Ⅰ 測量業務共通仕様書 11 水文調査

11－１ 通 則 11－１ 通 則 Ⅰ-11-3（Ⅰ-264）

11-1-1 一般事項 11-1-1 一般事項 ■諸基準類の改定に

１．（省略） １．（省略） 伴う変更

２．本仕様に示されていないものについては、次の規定による。 ２．本仕様に示されていないものについては、次の規定による。

河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・令和3年4月） 河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・平成26年４月）

11－12 成果品 11－12 成果品 Ⅰ-11-8（Ⅰ-269）

１～２．（省略） １～２．（省略） ■電子納品を標準

３．成果品の提出部数については、設計図書に定めのある場合を除き、電子成果品保管帳 ３．成果品の提出部数については、設計図書に定めのある場合を除き、原稿１部、コピー

１冊を標準とする。 ３部、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）１枚を標準とする。

Ⅰ 測量業務共通仕様書 12 水質・底質調査 Ⅰ 測量業務共通仕様書 12 水質・底質調査

12－１ 水質調査 12－１ 水質調査 Ⅰ-12-3（Ⅰ-272）

12-1-1 一般事項及び範囲 12-1-1 一般事項及び範囲 ■諸基準類の改定に

１．（省略） １．（省略） 伴う変更

２．本仕様に示されていないものについては、次の規定によるものとする。 ２．本仕様に示されていないものについては、次の規定によるものとする。

河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・令和3年4月） 河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・平成26年４月）



- 40 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和4年10月版 （旧）令和3年10月版 頁 新（旧）

12-1-4 採水の位置・方法及び試料の分析・前処理 12-1-4 採水の位置・方法及び試料の分析・前処理 Ⅰ-12-4（Ⅰ-273）

採水位置・方法などについては、河川砂防技術基準 調査編 第12章水質・底質調査 採水位置・方法などについては、河川砂防技術基準 調査編 第12章水質・底質調査 ■諸基準類の改定に

によるものとする。 によるものとする。 伴う変更

採水には原則として採水器を用いるものとするが、地下水採水にあっては、水中ポン 採水には原則として採水器を用いるものとするが、地下水採水にあっては、水中ポン （大腸菌群→

プ式、エアリフト式、真空ポンプ式等、状況に応じて使い分けることとし、採取する試 プ式、エアリフト式、真空ポンプ式等、状況に応じて使い分けることとし、採取する試 大腸菌）

料の量、試料ビンの種類及び保存のための前処理法は、別表－１によるものとする。 料の量、試料ビンの種類及び保存のための前処理法は、別表－１によるものとする。

別表－１ 分析項目と標準採取量・試料ビンの種類・前処理法
注１）

試料の別 分 析 項 目 標準採水量 試料ビンの種類 保存のための前処理法 備 考
BOD･COD･TOC･酸度･ア ２～３ç

一般試験用 ルカリ度･色度･SO･CI (左欄の項全 ポリビン ０～10℃の暗所
硬度･Ca･F･SS･濁度 体)

ＤＯ用 ＤＯ 100ã×２ 酸素ビン 試薬Ⅰ・Ⅱを加え、冷暗所 サイホン使用

６価クロム･アルキル ポリビン 注２） 注３）
金 属 用 水銀･ヒ素を除く金属 ２～５ç (望ましくはテ 硝酸 10ã/çに添加
(total) (total) フロン製ビン)

６価クロム･アルキル 注４）
金 属 用 水銀･ヒ素を除く金属 ２～５ç 同 上 ろ紙５種Ｃでろ過した後
(溶 存) (溶存) 硝酸（１＋１）３ã/ç添加

窒素、リン用 O-N･NO3-N･NO2-N･NH4- ２ç ポリビン又は 塩酸でpH２以下にし、０～10
N･T-P･Ortho-p ガラスビン ℃の暗所

ヒ 素 用 ヒ素 １ç 同 上 無ヒ素塩酸10ã/çに添加

リン酸を加えてpH４にし、更
フェノール用 フェノール類 500ã 同 上 に硫酸銅（５水塩）１g/ç加

え10℃以下に冷却

細菌試験用 大腸菌群数･一般細菌 100ã ガラスビン ０～10℃程度に冷却、暗所 ハイロート採水
数 器を使用

他の容器に移し
油 分 用 n-ヘキサン抽出物質 ２～５ç ガラスビン 塩酸（１＋１）を加えてpH４ かえたり分け取

以下にして密栓し０～10℃程 りしたりしては
度に冷却 いけない

シアン用 ＣＮ 500ã ポリビン 水酸化ナトリウムを加えpH12
以上

ポリビン
アルキル水銀用 アルキル水銀化合物 ３ç (望ましくはテ ０～10℃程度に冷却

フロン製ビン)

６価クロム用 ６価クロム 500ã 同 上 ０～10℃の暗所

ＰＣＢ用 ＰＣＢ ５ç ガラスビン 不必要 直接採水するこ
と

有機リン用 有機リン系農薬 500ã 塩酸を加えて弱酸性

注）１．分析に必要な検水量は、分析方法･必要な分析精度などによっても異なるので、必ずしもこの欄に示した採水量にこだわらなくてもよい。

２．保存のために加える硝酸等は全て特級以上の試薬とする。

３．水銀の分析を行わない場合、又は水銀用の試料を別途採取する場合は、硝酸のかわりに塩酸を10ã/çに添加してもよい。

４．最初のろ液50～100ãは棄てる。

別表－１ 分析項目と標準採取量・試料ビンの種類・前処理法
注１）

試料の別 分 析 項 目 標準採水量 試料ビンの種類 保存のための前処理法 備 考
BOD･COD･TOC･酸度･ア ２～３ç

一般試験用 ルカリ度･色度･SO･CI (左欄の項全 ポリビン ０～10℃の暗所
硬度･Ca･F･SS･濁度 体)

ＤＯ用 ＤＯ 100ã×２ 酸素ビン 試薬Ⅰ・Ⅱを加え、冷暗所 サイホン使用

６価クロム･アルキル ポリビン 注２） 注３）
金 属 用 水銀･ヒ素を除く金属 ２～５ç (望ましくはテ 硝酸 10ã/çに添加
(total) (total) フロン製ビン)

６価クロム･アルキル 注４）
金 属 用 水銀･ヒ素を除く金属 ２～５ç 同 上 ろ紙５種Ｃでろ過した後
(溶 存) (溶存) 硝酸（１＋１）３ã/ç添加

窒素、リン用 O-N･NO3-N･NO2-N･NH4- ２ç ポリビン又は 塩酸でpH２以下にし、０～10
N･T-P･Ortho-p ガラスビン ℃の暗所

ヒ 素 用 ヒ素 １ç 同 上 無ヒ素塩酸10ã/çに添加

リン酸を加えてpH４にし、更
フェノール用 フェノール類 500ã 同 上 に硫酸銅（５水塩）１g/ç加

え10℃以下に冷却

細菌試験用 大腸菌群数･一般細菌 100ã ガラスビン ０～10℃程度に冷却、暗所 ハイロート採水
数 器を使用

他の容器に移し
油 分 用 n-ヘキサン抽出物質 ２～５ç ガラスビン 塩酸（１＋１）を加えてpH４ かえたり分け取

以下にして密栓し０～10℃程 りしたりしては
度に冷却 いけない

シアン用 ＣＮ 500ã ポリビン 水酸化ナトリウムを加えpH12
以上

ポリビン
アルキル水銀用 アルキル水銀化合物 ３ç (望ましくはテ ０～10℃程度に冷却

フロン製ビン)

６価クロム用 ６価クロム 500ã 同 上 ０～10℃の暗所

ＰＣＢ用 ＰＣＢ ５ç ガラスビン 不必要 直接採水するこ
と

有機リン用 有機リン系農薬 500ã 塩酸を加えて弱酸性

注）１．分析に必要な検水量は、分析方法･必要な分析精度などによっても異なるので、必ずしもこの欄に示した採水量にこだわらなくてもよい。

２．保存のために加える硝酸等は全て特級以上の試薬とする。

３．水銀の分析を行わない場合、又は水銀用の試料を別途採取する場合は、硝酸のかわりに塩酸を10ã/çに添加してもよい。

４．最初のろ液50～100ãは棄てる。
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12-1-8 調査種類別分析項目及び試験方法 12-1-8 調査種類別分析項目及び試験方法 Ⅰ-12-6（Ⅰ-275）

室内分析作業における分析及び試験は、採水後なるべく早く行うものとする。調査種 室内分析作業における分析及び試験は、採水後なるべく早く行うものとする。調査種 ■諸基準類の改定に

別分析項目は、別表－２によるものとする。分析項目別試験方法は、河川砂防技術基準 別分析項目は、別表－２によるものとする。分析項目別試験方法は、河川砂防技術基準 伴う変更

調査編 第12章水質・底質調査によるものとする。 調査編 第12章水質・底質調査によるものとする。 （大腸菌群→

大腸菌）
別表－２ 水質調査種類別分析項目表

番 調査種類 河 川 湖 沼 海 域
基 準 一 般 健 康 汚濁源 自浄作 全項目 基 準 基 準

号 項 目 項 目 項 目 項 目 項 目 用項目 項 目 項 目
Ｂ２ ＤＯ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ３ ＢＯＤ ○ ○ ○ ○
Ｂ４ ＣＯＤ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ５ ＳＳ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ６ 大腸菌群類 ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ７ N-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） ○ ○ ○

Ｃ１ カドミウム ○ ○
Ｃ２ シアン ○ ○
Ｃ３ 有機リン ○ ○
Ｃ４ 鉛 ○ ○
Ｃ５ クロム（６価） ○ ○
Ｃ６ ヒ素 ○ ○
Ｃ７ 総水銀 ○ ○
Ｃ８ アルキル水銀 ○ ○
Ｃ９ ＰＣＢ ○

Ｄ１ フェノール類 ○ ○
Ｄ２ 銅 ○ ○
Ｄ３ 亜鉛 ○ ○
Ｄ４ 溶解性鉄 ○ ○
Ｄ５ 溶解性マンガン ○ ○
Ｄ６ クロム ○ ○
Ｄ７ フッ素 ○ ○

Ｅ１ アンモニウム態窒素 ○ ○
Ｅ２ 亜硝酸態窒素 ○ ○
Ｅ３ 硝酸態窒素 ○ ○
Ｅ４ 有機態窒素 ○
Ｅ８ 総窒素 ○ ○ ○
Ｅ13 総リン ○ ○ ○

Ｆ２ 酸度 ○ ○
Ｆ３ 導電率 ○ ○ ○
Ｆ23 塩化物イオン ○ ○ ○
Ｆ34 塩イオン界面活性剤 ○ ○

備考 １）総窒素は亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、ケルダール窒素
２）総リンはオルトリン、オルトリン以外のリン

別表－２ 水質調査種類別分析項目表
番 調査種類 河 川 湖 沼 海 域

基 準 一 般 健 康 汚濁源 自浄作 全項目 基 準 基 準
号 項 目 項 目 項 目 項 目 項 目 用項目 項 目 項 目
Ｂ２ ＤＯ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ３ ＢＯＤ ○ ○ ○ ○
Ｂ４ ＣＯＤ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ５ ＳＳ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ６ 大腸菌群類 ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ７ N-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） ○ ○ ○

Ｃ１ カドミウム ○ ○
Ｃ２ シアン ○ ○
Ｃ３ 有機リン ○ ○
Ｃ４ 鉛 ○ ○
Ｃ５ クロム（６価） ○ ○
Ｃ６ ヒ素 ○ ○
Ｃ７ 総水銀 ○ ○
Ｃ８ アルキル水銀 ○ ○
Ｃ９ ＰＣＢ ○

Ｄ１ フェノール類 ○ ○
Ｄ２ 銅 ○ ○
Ｄ３ 亜鉛 ○ ○
Ｄ４ 溶解性鉄 ○ ○
Ｄ５ 溶解性マンガン ○ ○
Ｄ６ クロム ○ ○
Ｄ７ フッ素 ○ ○

Ｅ１ アンモニウム態窒素 ○ ○
Ｅ２ 亜硝酸態窒素 ○ ○
Ｅ３ 硝酸態窒素 ○ ○
Ｅ４ 有機態窒素 ○
Ｅ８ 総窒素 ○ ○ ○
Ｅ13 総リン ○ ○ ○

Ｆ２ 酸度 ○ ○
Ｆ３ 導電率 ○ ○ ○
Ｆ23 塩化物イオン ○ ○ ○
Ｆ34 塩イオン界面活性剤 ○ ○

備考 １）総窒素は亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、ケルダール窒素
２）総リンはオルトリン、オルトリン以外のリン
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Ⅰ 測量業務共通仕様書 13 災害復旧工事測量調査 Ⅰ 測量業務共通仕様書 13 災害復旧工事測量調査

13－３ 災害復旧査定写真整理 13－３ 災害復旧査定写真整理 Ⅰ-13-3（Ⅰ-281）

１～３．（省略） １～３．（省略） ■実態を踏まえた変

４．写真の原本は、電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）による提出を原則とし、これ以外の電子媒体、 ４．写真の原本は、電子媒体（ＣＤ又はＭＯ）による提出を原則とし、これ以外の電子媒 更

規格については、業務担当員の承諾を得るものとする。 体、規格については、業務担当員の承諾を得るものとする。

13－４ 提出成果品 13－４ 提出成果品 Ⅰ-13-4（Ⅰ-282）

提出すべき成果品は、次表を標準とする。 提出すべき成果品は、次表を標準とする。 ■電子媒体による

提出と区別

■電子媒体よる

提出一覧を追加

（紙媒体の場合）

名 称 規 格 等 単位 数 量 備 考

平 面 図 1/500～1/1,000 部 ３

縦 断 図 適 宜 部 ３

横 断 図 1/100～1/200 部 ３

作 工 図 適 宜 部 ３ 必要に応じて

原 図 式 １

測 量 成 果 簿 式 １

査 定 写 真 プリント 部 ３

写 真 原 本 CD-R等 枚 １

（電子媒体の場合）

名 称 規 格 等 単位 数 量 備 考

電子成果品保管帳 電子媒体（CD-R等） 冊 １

(平 面 図) 1/500～1/1,000

電 (縦 断 図) 適 宜

子 (横 断 図) 1/100～1/200

媒 (作 工 図) 適 宜 必要に応じて

体 (原 図)

一 (測 量 成 果 簿)

覧 (査 定 写 真) プリント

(写 真 原 本) CD-R等

名 称 規 格 等 単位 数 量 備 考

平 面 図 1/500～1/1,000 部 ３

縦 断 図 適 宜 部 ３

横 断 図 1/100～1/200 部 ３

作 工 図 適 宜 部 ３ 必要に応じて

原 図 式 １

測 量 成 果 簿 式 １

査 定 写 真 プリント 部 ３

写 真 原 本 ＣＤ又はＭＯ 枚 １


